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緊急防災・減災事業債の期限延長を求める意見書 

 

 以上、意見書案を別紙のとおり、会議規則第 13条の規定により提出します。 

 

 

 

  



意見書案 第２号 

 

緊急防災・減災事業債の期限延長を求める意見書 

 

「緊急防災・減災事業債」は、東日本大震災を教訓として、喫緊の課題である防災・

減災対策のための地方単独事業を全国レベルで早急に進めることができるよう創設され

た。 

当時は、東日本大震災の復興・創生期間である平成 32年度（令和２年度）までの時

限措置とされていたが、近年、災害が激甚化・頻発化する中、地方団体が防災・減災、

国土強靱化対策に取り組むことができるよう、事業期間を５年間延長し、令和７年度ま

での期限となった。 

その措置により、一定の効果は認められたが、世界及び日本経済は、新型コロナウイ

ルスによるパンデミックの影響から完全に脱却したとは言えず、その影響は継続してお

り、地方団体の財政状況は依然厳しい状況にある。 

また、令和６年元日に発生した能登半島地震による災害復興は未だ途上であり、復

旧・復興事業が集中した状態が続いていることから、様々な要因の物価高騰も相まっ

て、全国的に建設業界の人手不足や建設資材の高騰が慢性化している。さらに「建設業

界の働き方改革」による影響も拍車をかけ、公共施設の耐震化等、防災・減災事業にお

いて、時間的にも財政的にも厳しい状況が続いている。 

また、「地球沸騰化時代」に起因する異常気象、強大化する台風や線状降水帯の多発

による局地的豪雨等への対応などをはじめ、日本各地で発生が想定されている大規模地

震への対策など、地方団体の早急な防災・減災対策が喫緊の課題となっている。 

こうした状況の中、地域の防災力の一層の強化を早急に図ることが重要であるが、地

方団体にとって、必要となる財源の確保は大きな課題である。 

したがって、国及び地方団体が連携し、防災・減災、国土強靱化の取組を推進するこ

とができるよう、「緊急防災・減災事業債」の見直しについて、強く要望する。 

 

１ 「緊急防災・減災事業債」の期限を延長するとともに、安定的な制度運用を図るた

め、恒久的な制度とすること。 

 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 
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